工場売買契約書

　売主　　　　　　を甲、と買主　　　　　　を乙とし、甲乙間において、次の通り工場売買に関する契約を締結した。

第１条　　甲は乙に対し、後記表示の工場を、現状有姿のまま売渡すことを約し、乙はこれを買受ける。

第２条　　売買価格は、総額金　　　　　　円とし、乙は、甲に対し次の通り支払う。

①　本日手付金として金　　　　　円

②　中間金　　　　　円を平成　　年　　月　　日

③　残金　　　　　円を平成　　年　　月　　日

　　２　　後記工場の土地建物の所有権移転登記申請、後記工場及び設備機械の引渡と引換えに支払う売買代金の内訳は、次の通りである。

①　工場敷地　　　金　　　　　円

②　建物　　　金　　　　　円

③　付帯設備　　　金　　　　　円

④　機械　　　金　　　　　円

第３条　　甲は、乙に対し次の通り本契約上の義務を履行する。

①　平成　　年　　月　　日の支払のときまでに、後記工場を空家とし、工場土地建物に付着した抵当権等の担保物権、仮登記等登記簿上の負担を一切抹消する。

②　平成　　年　　月　　日までに、残代金支払と引換えに、後記工場土地建物の所有権移転登記申請、工場土地建物、付属設備機械の引渡を行う。

第４条　　前条②の所有権移転登記及び引渡までの間に、工場建物又は機械設備が、甲又は乙の責によらない事由で毀損し又は滅失したときは、一切の損害は甲の負担とし、次の通り処理するものとする。

①　一部の毀損であって工場としての機能を失わないときは、乙は甲に対し毀損に相当する価額を代金から控除することを請求することができる。

②　毀損の程度がはなはだしく、又は滅失したときは、乙は本契約を解除し、すでに支払った手付金及び内金の返還を請求することができる。

第５条　　甲の責により工場建物又は機械設備が滅失又は毀損したときは、乙は直ちに本契約を解除し、手付金の返還及び損害賠償として手付金と同額の金員を請求することができる。ただし、毀損又は滅失の場合においても、乙は代金の減額を請求のうえ、契約解除をすることなく甲の履行を求めることができる。

　　２　　甲が本契約上の義務を履行しないときは、乙は履行を催告のうえ、本契約を解除し、手付金の返還及び損害賠償として手付金と同額の金員を請求することができる。

　　３　　前二項の場合、手付金相当額以上に損害が生じたときは、乙は甲に対しその賠償を求めることができる。

第６条　　乙が本契約上の義務を履行しないときは、前条第２項、第３項と同様とする。

第７条　　甲は乙に対し、後記表示の建物、機械、及び付帯設備につき、引渡のときから１年間、生産能力日産　　トンの補償の責を負う。

　　２　　前項の期間が経過した後は、甲は一切の瑕疵責任を負わない。

　

　この契約の成立を証するため本証書２通を作成し、甲乙各１通を保有する。

　　　平成　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甲　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　売主　　　　　　　　　印　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乙　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　買主　　　　　　　　　印　　

　

工場の表示

一　　　　　　　　　工場

　　土地、建物、付帯設備及び機械の表示

